
「名古屋市陽性者登録センター」へ登録すると
→ 宿泊療養・配食サービスを利用できます

※ 配食サービスは、有症状であって、買い出しやネットスーパーの利用も

困難な世帯といった真に必要な方のみを対象に実施しています

症状悪化時 受診・健康相談専用ダイヤル（24時間） 050-3614-0741

対象の方は「名古屋市陽性者登録センター」への登録が必要です！

購入した抗原検査キットで
コロナ陽性が判明したら・・・

名古屋市

① 症状が無症状または軽く安定している
② 65歳未満で基礎疾患をお持ちではない
③ 肥満(BMIが30以上)ではない または

肥満であっても症状がない
④ 妊娠していない

※療養期間が終了している方は登録対象外です。

対
象

対象ではない

お問い合わせ先（受診・相談センター）
市ウェブサイト

登録について 一般相談専用ダイヤル （10時～19時） 050-3665-8112

「体外診断用医薬品」・「第1類医薬品」の
表示があるものを使用してください

名古屋市陽性者登録センター 検索

【医療機関を受診】

【陽性者登録はこちらから】

【対象】(名古屋市にお住まいで①～④の全てを満たす方)


